


三重県の労働事情

ま え が き

わが国経済は、大企業を中心とした企業収益の向上及び雇用や所得環境の改

善・各種政策等により緩やかな回復基調が続いた一方で、世界の政治・経済の

不安定な動向などを背景に先行き不透明な一面も見受けられます。

中小企業は令和の新時代を迎え、「少子高齢化に伴う生産人口の減少」や

「働くスタイルの多様化」といった課題に対応していく必要があり、そのため

には、生産性の向上や従業員の満足度向上を実現することが求められておりま

す。

このようなことから、本調査は、中小企業における労働事情（採用状況、雇

用環境、賃金改定など）を的確に把握し、適切な労働対策を行うことを目的に、

毎年全国一斉に実施しています。

本調査結果が働き方改革などの対応を検討する際の一助となり、今後の皆様

方の労働対策のために寄与できれば幸いです。

最後に、本調査の実施にあたりまして、ご協力いただきました会員組合並び

に関係者各位の皆様方に、深く感謝申しあげますとともに、今後一層のご支援

を賜りますようお願いいたします。

令和２年３月

三重県中小企業団体中央会
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１．調 査 目 的 この調査は、三重県内の中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小

企業対策の樹立と労働支援方針の策定に資することを目的とする。

２．調 査 機 関 三重県中小企業団体中央会

３．調 査 時 点 令和元年７月１日

４．調査対象産業 １）製造業 ①食料品製造業 ②繊維工業 ③木材・木製品製造業

④印刷・同関連業 ⑤窯業・土石製品製造業 ⑥化学工業

⑦金属・同製品製造業 ⑧機械器具製造業

⑨その他の製造業

２）非製造業 ①情報通信業 ②運輸業 ③建設業 ④卸売業 ⑤小売業

⑥サービス業

５．調査対象事業所数 調査対象事業所数は、従業員規模300人未満の民営事業所（農業、水産を除

く）1,000事業所（製造業500事業所、非製造業500事業所）。

６．主な調査内容 １）経営について ２）従業員の労働時間について

３）従業員の有給休暇について ４）新規学卒者の採用について

５）中途採用について

６）年５日の年次有給休暇の取得（付与）義務について

７）賃金改定について

７．調 査 方 法 本会において、全国中小企業団体中央会が作成した「中小企業労働事情実態調査

票」を調査対象事業所に組合を通じて配布し、回答を求めた。

＊「中小企業労働事情実態調査票」様式については巻末の「調査票」参照

８．調査回答状況 有効回答数 488事業所 回答率 48.8％

製 造 業： 206事業所 回答率 41.2％

非製造業： 282事業所 回答率 56.4％

９．備 考 １）この調査は毎年行っているものであるが、事業所の所属組合等へ送付してい

るため、回答事業所は一定していない。したがって、厳密な時系列比較はで

きない。

２）調査項目によっては、複数回答の項目があり、また、小数点以下を四捨五入

しているため、合計が100にならない場合がある。

Ⅰ. 調査のあらまし
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労働組合の組織率は、6.8％で、全国（6.7％）と比べると0.1ポイント高い。前年度（5.5％）と

比べると、1.3ポイント高くなっている。

ᴯᴫࢠႊәЄᐐୣ

回答事業所の常用労働者総数は14,179人、このうち男性は10,074人（71.0％）、女性は4,105人

（29.0％）である。1事業所あたりの平均常用労働者数は29.1人であった。女性常用労働者の占め

る比率は29.0％で全国（30.0％）と比べると1.0ポイント低く、前年度（30.4％）と比べても1.4ポ

イント低くなっている。

ᴰᴫिഈ׆Ɂඩᇋ׆လ

正社員比率をみると、「正社員」が70.9％（男性80.1％、女性50.1％）と、全国の74.3％（男性

83.9％、女性53.6％）と比べると3.4ポイント低い（男性3.8ポイント、女性3.5ポイント低い）。ま

た、前年度（69.7％）と比べると、1.2ポイント高くなっている。

ᴱᴫʛ˂ʒʉɮʪ٫ᫀࢲႊလ

パートタイム労働者の平均雇用比率をみると、16.8％で全国（15.1％）と比べると1.7ポイント

高い。前年度（17.9％）と比べると1.1ポイント低くなっており、正社員比率が若干増加し、パー

トタイム労働者比率は下がっている結果となった。

※パートタイム平均雇用比率･･･雇用全体［正社員・パートタイマー・派遣・アルバイト他］

におけるパートタイム労働者の平均比率

表１ 回答事業所数の概要

区 分
回答
事業所数
合計

事業所
構成比
（％）

常用
労働者数
（人）

平均常用
労働者数
（人）

男性常用
労働者数
（人）

女性常用
労働者数
（人）

女性常用
労働者比率
（％）

正社員
比率
（％）

男性正社員
比率
（％）

女性正社員
比率
（％）

パートタイム

平均雇用比率
（％）

労働組合
組織率
（％）

全 国 19,188 - 623,861 32.5 437,001 186,860 30.0 74.3 83.9 53.6 15.1 6.7

三重県 計 488 100.0 14,179 29.1 10,074 4,105 29.0 70.9 80.1 50.1 16.8 6.8

製造業 計 206 42.2 6,079 29.5 4,173 1,906 31.4 71.7 80.5 53.7 15.3 7.8

食料品 27 5.5 672 24.9 331 341 50.7 52.2 67.0 38.3 33.2 3.7

繊維工業 5 1.0 52 10.4 31 21 40.4 75.5 81.3 66.7 9.4 20.0

木材・木製品 26 5.3 407 15.7 332 75 18.4 83.3 88.6 61.3 13.8 0.0

印刷・同関連 9 1.8 183 20.3 115 68 37.2 86.8 85.8 88.4 13.2 11.1

窯業・土石 27 5.5 448 16.6 326 122 27.2 72.3 80.0 55.3 22.2 0.0

化学工業 4 0.8 234 58.5 122 112 47.9 51.4 85.1 28.9 9.7 25.0

金属・同製品 71 14.5 2,520 35.5 1,891 629 25.0 72.5 79.3 51.8 14.8 14.1

機械器具 26 5.3 1,004 38.6 687 317 31.6 73.9 80.8 59.2 8.7 7.7

その他製造業 11 2.3 559 50.8 338 221 39.5 87.5 90.3 83.3 5.9 0.0

非製造業 計 282 57.8 8,100 28.7 5,901 2,199 27.1 70.2 79.8 47.0 18.0 6.0

情報通信業 4 0.8 378 94.5 262 116 30.7 90.8 93.5 84.6 6.1 25.0

運輸業 39 8.0 1,770 45.4 1,530 240 13.6 84.5 88.5 58.7 8.4 15.4

建設業 111 22.7 2,095 18.9 1,717 378 18.0 88.0 90.5 77.1 6.2 6.3

卸売業 46 9.4 1,131 24.6 847 284 25.1 83.3 85.7 76.3 8.3 4.3

小売業 32 6.6 340 10.6 181 159 46.8 58.0 65.7 50.5 27.0 3.1

サービス業 50 10.2 2,386 47.7 1,364 1,022 42.8 40.6 54.2 24.7 37.8 0.0

1～9人 191 39.1 937 4.9 620 317 33.8 76.1 86.4 55.9 19.0 2.1

10～29人 160 32.8 2,669 16.7 2,002 667 25.0 77.9 85.0 58.4 15.4 4.4

30～99人 105 21.5 5,646 53.8 4,196 1,450 25.7 74.6 81.9 54.6 15.1 11.4

100～300人 32 6.6 4,927 154.0 3,256 1,671 33.9 62.6 74.1 42.8 19.1 31.3

Ⅱ. 回答事業所の概要
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１年前と比べた現在の経営状況については、「悪い」が25.8％（前年度22.2％、前々年度25.6％）、

「良い」が15.6％（前年度17.4％、前々年度18.7％）、「変わらない」が58.6％（前年度60.3％、前々

年度55.8％）となっている。「悪い」とするのは前年度に比べ3.6ポイント増加しているが、全国平

均（30.6％）と比べると4.8ポイント低い。「良い」とするのは前年度に比べ1.8ポイント、「変わら

ない」が1.7ポイント下降した。

業種別にみると、回答事業所数の少ない「繊維工業」、「印刷・同関連業」、「化学工業」、「情報通

信業」を除くと、「良い」という回答が多かったのは「その他製造業」（40.0％）、次いで「食料品

製造業」（26.9％）、「悪い」という回答が多かったのは「木材・木製品製造業」（42.3%）、次いで

「小売業」（38.7％）が続いた。

ᴥᴯᴦ˿ᛵ̜ഈɁ̾ऻɁᦉ［図２］、［表３］

主要事業の今後の方針については、「現状維持」とするのが最も多く67.1％（前年度63.0％、前々

年度63.3％）、次いで「強化拡大」が25.2％（前年度30.9％、前々年度30.3％）、「縮小又は廃止」

は7.3％（前年度5.4％、前々年度6.0％）を示しており、先行きの不透明感が強まった。

業種別にみると、回答事業所数の少ない「繊維工業」、「印刷・同関連業」、「化学工業」、「情報通

信業」を除くと、「強化拡大」の比率が高いのは製造業では「食料品製造業」が40.7％、非製造業

では「サービス業」が34.8％と最も高い。

表３ 主要事業の今後の方針（業種別）

表２ 経営状況（業種別）
区 分 良い 変わらない 悪い
全 国 計 15.4 54.0 30.6
三重県 計 15.6 58.6 25.8
製造業 計 14.9 56.9 28.2
食料品 26.9 50.0 23.1
繊維工業 20.0 60.0 20.0
木材・木製品 0.0 57.7 42.3
印刷・同関連 11.1 66.7 22.2
窯業・土石 3.7 77.8 18.5
化学工業 33.3 33.3 33.3
金属・同製品 18.6 51.4 30.0
機械器具 7.7 61.5 30.8
その他製造業 40.0 40.0 20.0

非製造業 計 16.1 59.9 24.0
情報通信業 25.0 50.0 25.0
運輸業 20.5 56.4 23.1
建設業 17.1 68.5 14.4
卸売業 15.6 53.3 31.1
小売業 9.7 51.6 38.7
サービス業 14.3 55.1 30.6

（％）

（％）

区 分 強化拡大 現状維持 縮小・廃止 その他
全 国 計 30.4 63.4 5.8 0.4
三重県 計 25.2 67.1 7.3 0.4
製造業 計 24.8 67.8 6.9 0.5
食料品 40.7 55.6 3.7 0.0
繊維工業 0.0 80.0 20.0 0.0
木材・木製品 32.0 60.0 8.0 0.0
印刷・同関連 22.2 55.6 16.7 0.0
窯業・土石 3.7 88.9 7.4 0.0
化学工業 66.7 33.3 0.0 0.0
金属・同製品 20.3 73.9 5.7 0.0
機械器具 30.8 65.4 3.8 0.0
その他製造業 36.4 45.5 9.1 9.1

非製造業 計 25.5 66.5 7.6 0.4
情報通信業 75.0 25.0 0.0 0.0
運輸業 28.2 66.7 5.1 0.0
建設業 21.6 73.9 4.5 0.0
卸売業 23.9 65.2 10.9 0.0
小売業 18.8 62.5 12.5 0.0
サービス業 34.8 56.5 6.4 2.2

図１ 経営状況

図２ 主要事業の今後の方針
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経営上の障害については、最も多く選択されたのは「人材不足（質の不足）」が56.6％、次いで

「労働力不足（量の不足）」42.6％であった。前年度と比べても労働力不足は7.8ポイント高くなっ

ているなど、中小企業では依然として量・質共に人手不足が顕著となっており、深刻な障害となっ

ていることがうかがえる。

表４ 経営上の障害（業種別・規模別）

区 分
労働力不足
（量の不足）

人材不足
（質の不足）

労働力の
過剰

人件費の
増大

販売不振・
受注の減少

製品開発力・
販売力の不足

同業他社と
の競争激化

原材料･仕入
品の高騰

製品価格
（販売価格）
の下落

納期･単価等
の取引条件
の厳しさ

金融・
資金繰り難

環境規制
の強化

ITへの対応

全 国 37.7 52.9 1.3 21.2 31.8 10.5 21.5 29.8 6.4 10.4 6.0 3.8 3.9

三重県 計 42.6 56.6 1.7 21.2 24.5 5.7 24.7 24.5 7.1 10.3 4.4 5.0 3.1

製

造

業

製造業 計 33.8 57.7 1.5 20.9 28.4 6.5 17.4 30.8 8.0 13.9 4.5 6.0 2.0

食料品 38.5 42.3 0.0 50.0 38.5 11.5 11..5 57.7 3.8 0.0 7.7 3.8 3.8

繊維工業 25.0 50.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

木材・木製品 23.1 42.3 0.0 3.8 30.8 15.4 19.2 19.2 34.6 3.8 11.5 3.8 0.0

印刷・同関連 11.1 44.4 11.1 0.0 33.3 0.0 44.4 55.6 33.3 11.1 11.1 0.0 0.0

窯業・土石 40.7 44.4 0.0 18.5 40.7 7.4 11.1 55.6 0.0 3.7 0.0 7.4 0.0

化学工業 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

金属・同製品 37.3 66.7 1.4 23.2 20.3 2.9 14.5 24.6 2.9 20.3 2.9 10.1 1.4

機械器具 38.5 76.9 0.0 19.2 23.1 0.0 19.2 7.7 3.8 34.6 0.0 0.0 7.7

その他製造業 18.2 72.7 9.1 18.2 27.3 9.1 18.2 18.2 0.0 18.2 9.1 9.1 0.0

非

製

造

業

非製造業 計 48.9 55.8 1.8 21.4 21.7 5.1 30.1 19.9 6.5 7.6 4.3 4.3 4.0

情報通信業 75.0 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

運輸業 55.3 65.8 0.0 44.7 10.5 2.6 7.9 15.8 0.0 10.5 7.9 18.4 2.6

建設業 57.4 55.6 1.9 15.7 19.4 1.9 34.3 23.1 1.9 7.4 3.7 3.7 1.9

卸売業 31.1 53.3 0.0 15.6 26.7 11.1 33.3 31.1 22.2 6.7 2.2 0.0 8.9

小売業 37.5 46.9 3.1 12.5 43.8 3.1 40.6 15.6 0.0 6.3 6.3 0.0 3.1

サービス業 46.9 57.1 4.1 26.5 16.3 10.2 26.5 8.2 12.2 6.1 4.1 2.0 6.1

規
模
別

1～9人 37.0 43.5 1.1 14.1 29.9 6.5 23.9 25.0 6.5 10.9 6.0 3.3 3.3

10～29人 40.8 59.9 2.5 19.7 24.8 5.1 24.2 29.3 10.8 7.6 5.1 7.0 7.0

30～99人 54.3 67.6 1.9 28.6 16.2 2.9 27.6 21 4.8 12.4 1.9 4.8 4.8

100～300人 45.2 80.6 0.0 45.2 19.4 12.9 22.6 9.7 0.0 12.9 0.0 6.5 6.5

(％)

図３ 経営上の障害
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経営上の強みについては、「組織の機動力・柔軟性」が27.3％（前年度23.2％）と最も多く選択

され、次いで「顧客への納品・サービスの速さ」が25.3％（前年度27.4％）となり、「製品の品質・

精度の高さ」（前年度26.2％）及び「製品・サービスの独自性」が24.0％（前年度23.4％）と同率

で続いた。

なお、経営状況が良いと回答した事業所のみでみると、第１位は「技術力・製品開発力」で33.8

％、次いで、「製品・サービスの独自性」、「組織の機動力・柔軟性」が同率の29.7％、第３位が

「生産技術・生産管理能力」23.0％となっている。

表５ 経営上の強み（順位表）

図４ 経営上の強み（三重県全体）

順位 三重県全体 製造業 非製造業
経営状況が良いと回答した

事業所のみ

1
組織の機動力・柔軟
性

27.3%
製品の品質・精度の
高さ

38.5%
組織の機動力・柔軟
性

32.3% 技術力・製品開発力 33.8%

2
顧客への納品・サー

ビスの速さ
25.3%

製品・サービスの独

自性
28.6%

顧客への納品・サー

ビスの速さ
25.2%

製品・サービスの独
自性

29.7%

組織の機動力・柔軟

性
29.7%

3

製品・サービスの独
自性

24.0%
顧客への納品・サー
ビスの速さ

25.5% 技術力・製品開発力 21.1%
生産技術・生産管理
能力

23.0%
製品の品質・精度の
高さ

24.0%

製品･サービスの独自性

技術力･製品開発力

生産技術･生産管理能力

営業力･マーケティング力

製品･サービスの企画力･提案力

製品の品質･精度の高さ

顧客への納品･サービスの速さ

企業･製品のブランド力

財務体質の強さ･資金調達力

優秀な仕入先･外注先

商品･サービスの質の高さ

組織の機動力･柔軟性

0 5 10 15 20 25 30 35％

令和元年

平成30年

平成29年

22.0

21.8

15.2

9.9

7.1

23.2

26.9

10.1

14.9

16.8

17.6

26.9

23.4

21.1

16.9

9.6

4.9

26.2

27.4

9.8

15.0

12.6

19.9

24.0

22.5

14.6

10.7

6.8

24.0

25.3

7.6

13.3

16.2

16.6

27.3
23.2
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従業員1人あたりの週所定労働時間に

ついては、「40時間」が最も多く47.2％

（製造業48.5％、非製造業46.2％）、次い

で「38時間超40時間未満」が25.2％

（製造業29.2％、非製造業22.2％）であっ

た。「40時間超44時間以下」は11.3％

（製造業4.5％、非製造業16.4％）で、

「38時間以下」は16.4％（製造業17.8％、

非製造業15.3％）となり、週所定労働時

間は非製造業の方が製造業より長い結果

となった。

ᴥᴯᴦिഈ׆ᴮ̷ȕȲɝɁఌ٫ࢲරഈᩖ［図６］、［表６］

1人あたりの月平均残業時間については、「0時間（残業なし）」が最も多く23.8％（製造業22.0

％、非製造業25.1％）、次いで「10時間未満」が22.5％（製造業25.0％、非製造業20.6％）、「10~

20時間未満」が19.5％（製造業23.5％、非製造業16.5％）となっており、月平均残業時間の平均

値は14.86時間（製造業14.03時間、非製造業15.48時間）で、全国（12.49時間）より2.37時間多

かった。前年度（13.05時間）と比較すると1.81時間の増加であった。

業種別にみると、月平均残業時間が多い業種は、回答事業所数の少ない「繊維工業」、「印刷・同

関連業」、「化学工業」、「情報通信業」を除くと、製造業では「金属・同製品製造業」が20.42時間

（前年度19.38時間）、非製造業では「運輸業」が40.24時間（前年度34.85時間）となっており、

「運輸業」の残業時間が際立って多かった。

図６ 月平均残業時間

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

0時間 1～10時間未満 10～20時間未満 20～30時間未満

30～50時間未満 50時間以上

表６ 月平均残業時間（平均値）

区 分 元年 30年

全 国 12.49 12.27

三重県 計 14.86 13.05

製

造

業

製造業 計 14.03 12.54

食料品 9.70 9.30

繊維工業 1.00 11.68

木材・木製品 7.27 6.62

印刷・同関連 6.22 9.17

窯業・土石 11.78 7.56

化学工業 7.33 8.00

金属・同製品 20.42 19.38

機械器具 18.88 19.43

その他製造業 10.45 11.64

非

製

造

業

非製造業 計 15.48 13.51

情報通信業 14.25 18.75

運輸業 40.24 34.85

建設業 13.15 12.03

卸売業 9.38 8.74

小売業 8.21 10.27

サービス業 11.64 10.85

三重県

製造業

非製造業

全国

3.4

1.5

4.9

1.9

図５ 週所定労働時間

38時間以下 38時間超40時間未満 40時間 40時間超44時間以下

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

三重県

製造業

非製造業

全国

16.4 25.2 47.2 11.3

17.8 29.2 48.5 4.5

15.3 22.2 46.2 16.4

14.5 27.0 48.6 9.9

22.0 25.0 23.5 11.0 17.0

25.1 20.6 16.5 17.6 15.4

23.3 26.6 22.3 14.9 11.1

23.8 22.5 19.5 14.8 16.1



三重県の労働事情

― 7―

ᴰᴫिഈ׆Ɂፈ͡Ⱦȷȗȹ［図７]、[表７］

ᴥᴮᴦिഈ׆ᴮ̷ȕȲɝɁࢳඒፈ͡Ɂ٫͇ࢲ˫ஓୣˁ٫ࢲीஓୣ

従業員1人あたりの年次有給休暇の平均付与日数については、「15～20日未満」が48.6％（前年

度46.0％）と最も多く、次いで「10~15日未満」は24.1％（前年度24.2％）、「20~25日未満」が

13.4％（前年度17.9％）となっている。平均付与日数の平均値は15.3日（前年度15.7日、全国15.4

日）であった。

また、平均取得日数については、「5~10日未満」が42.3％（前年度40.0％）と最も多く、次いで

「10～15日未満」が32.8％（前年度28.1％）、「5日未満」が17.1％（前年度23.7％）となっている。

平均取得日数の平均値は、8.0日（前年度7.7日、全国7.6日）となっており、前年度からは大きな

変化はなく、全国と比較しても大差なかった。

ᴥᴯᴦࢳඒፈ͡Ɂ٫ࢲीလ

年次有給休暇の平均取得率については、「70～100％」が30.2％（前年度25.7％）と最も高く、

次いで、「50~70％未満」が28.9％（前年度28.3％）、「30~50％未満」が23.6％（前年度21.5％）

となっている。また、平均取得率の平均値は55.6％で全国（52.8％）と比べると2.8ポイント高く、

前年度（52.7％）と比較すると2.9ポイント高い結果となった。従業員規模別にみると、「1～9人」

の規模が61.5％と最も高く、業種別にみると、「製造業」（58.4％）が「非製造業」（53.3％）より

も5.1ポイント高い結果となった。

図７ 年次有給休暇の取得状況

表７ 年次有給休暇の平均付与日数・平均取得日数・平均取得率

年次有給休暇の平均付与日数 年次有給休暇の平均取得率年次有給休暇の平均取得日数

（単位：日） （単位：％）（単位：日）

全 国 15.4

三重県 計 15.3

従
業
員
規
模
別

1～9人 14.1

10～29人 15.8

30～99人 16.0

100～300人 16.5

業
種
別

製造業 計 15.4

非製造業計 15.3

全 国 52.8

三重県 計 55.6

従
業
員
規
模
別

1～9人 61.5

10～29人 55.2

30～99人 50.3

100～300人 48.2

業
種
別

製造業 計 58.4

非製造業計 53.3

全 国 7.6

三重県 計 8.0

従
業
員
規
模
別

1～9人 8.0

10～29人 8.1

30～99人 7.9

100～300人 7.3

業
種
別

製造業 計 8.8

非製造業計 7.3

年次有給休暇の平均付与日数 年次有給休暇の平均取得日数 年次有給休暇の平均取得率
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新規学卒者（平成31年3月卒）の採用予定人数に対する実際の採用人数の充足率は、「高校卒・

全体」69.7％（前年度63.2％、全国73.4％）、「大学卒・全体」80.4％（前年度72.1％、全国79.7％）

で、平均採用人数は「高校卒・全体」2.3人（前年度2.2人、全国2.1人）、「大学卒・全体」2.3人

（前年度2.0人、全国2.3人）の結果となり、前年度の調査と比較すると、充足率は「高校卒・全体」

で6.5ポイント、「大学卒・全体」で8.3ポイント高く、平均採用人数は前年度より「高校卒」、「大

学卒」とも新卒者の採用は増えている。

なお、技術系の充足率は「高校卒」が66.7％（全国71.5％）、「大学卒」が76.2％（全国76.7％）

に対して、事務系は技術系と比較して採用する事業所が少ないながらも、「高校卒」84.0％（全国

81.4％）、「大学卒」92.9％（全国83.6％）と技術系より高く、特に大卒の事務系の充足率が高い結

果となった。

業種別でみると、製造業では「機械器具製造業」の「高校卒・技術系」の充足率が40.0％、非製

造業では「サービス業」の「高校卒・技術系」が33.3％と低く、業種によっては採用が厳しい状況

が伺える。

平均採用人数については1名～2名程度の小規模な採用が続いているが、「高校卒・全体」では

「その他製造業」が7.7人、「大学卒・全体」では「情報通信業」が14.0人、「化学工業」が4.0人と

多く、また規模別で最も多かったのは「高校卒・全体」の「100～300人」で4.2人であった。

表８ 新規学卒者の採用充足状況（業種別・規模別）

区 分

高 校 卒 大 学 卒

全 体 技術系 事務系 全 体 技術系 事務系

(％) (％) (％) (％) (％) (％)

全 国 2,020 73.4 2.1 1,699 71.5 2.0 482 81.4 1.8 1,201 79.7 2.3 763 76.7 2.0 597 83.6 2.1

三重県 計 44 69.7 2.3 35 66.7 2.3 12 84.0 1.8 20 80.4 2.3 13 76.2 2.5 9 92.9 1.4

製造業 計 32 78.9 2.2 24 77.9 2.2 11 81.8 1.6 8 100.0 1.8 5 100.0 2.0 3 100.0 1.3

食料品 5 62.5 3.0 3 70.6 4.0 2 42.9 1.5 2 100.0 2.0 1 100.0 2.0 1 100.0 2.0

繊維工業 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

木材・木製品 3 100.0 1.0 3 100.0 1.0 - - - - - - - - - - - -

印刷・同関連 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 - - - - - - - - - - - -

窯業・土石 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 - - - 2 100.0 1.0 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0

化学工業 2 100.0 1.5 1 100.0 1.0 2 100.0 1.0 1 100.0 4.0 1 100.0 4.0 - - -

金属・同製品 13 83.3 1.5 9 80.0 1.8 4 100.0 1.0 2 100.0 1.5 2 100.0 1.5 - - -

機械器具 4 45.5 1.3 3 40.0 1.3 1 100.0 1.0 - - - - - - - - -

その他製造業 3 100.0 7.7 3 100.0 5.0 2 100.0 4.0 1 100.0 1.0 - - - 1 100.0 1.0

非製造業 計 12 54.5 2.5 11 51.9 2.5 1 100.0 3.0 12 73.8 2.6 8 68.8 2.8 6 90.0 1.5

情報通信業 - - - - - - - - - 1 93.3 14.0 1 90.9 10.0 1 100.0 4.0

運輸業 1 46.7 7.0 1 46.7 7.0 - - - 1 100.0 1.0 - - - 1 100.0 1.0

建設業 9 55.9 2.1 9 55.9 2.1 - - - 5 58.3 1.4 3 55.6 1.7 2 66.7 1.0

卸売業 1 100.0 3.0 - - - 1 100.0 3.0 2 66.7 2.0 1 50.0 2.0 2 100.0 1.0

小売業 - - - - - - - - - 1 50.0 1.0 1 50.0 1.0 - - -

サービス業 1 33.3 1.0 1 33.3 1.0 - - - 2 66.7 2.0 2 66.7 2.0 - - -

1～9人 2 100.0 1.5 2 100.0 1.5 - - - 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 - - -

10～29人 5 100.0 1.0 3 100.0 1.0 2 100.0 1.0 3 100.0 1.3 2 100.0 1.5 1 100.0 1.0

30～99人 26 61.0 1.8 21 61.2 2.0 5 60.0 1.2 6 70.0 1.2 2 50.0 1.0 4 83.3 1.3

100～300人 11 76.7 4.2 9 70.2 3.7 5 100.0 2.6 10 80.5 3.3 8 76.5 3.3 4 100.0 1.8
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新規学卒者の初任給（通勤手当を除いた所定内賃金総額（税込額））について、高校卒が173,881

円（前年度171,603円、全国163,625円）、大学卒が203,533円（前年度203,740円、全国199,392

円）となっている。高校卒は前年度より2,278円高くなり、全国より10,256円高い。大学卒は、前

年度より207円低く、全国より4,141円高くなり、高校卒は平成29年以降、初任給は順調に上昇し

ており、大学卒は平成30年の過去最高額より若干下がった結果となった。

ᴥᴰᴦޙԤᐐɁႊ႕ɁིȾȷȗȹ［図９］、「表９」

令和２年度の新規学卒者（令和２年３月卒）の採用計画については、調査時点（令和元年７月１

日）で、「ある」とするのが26.8％（前年度24.6％、前々年度22.6％、全国29.0％）、「ない」が49.7

％、（前年度51.0％、前々年度54.6％、全国49.8％）、「未定」が23.5％（前年度24.4％、前々年度

22.8％、全国21.2％）となっており、採用計画が「ある」と回答した事業所は前年度より2.2ポイ

ント増加し、平成28年度から採用計画は増加している結果となった。

また、採用計画人数では、「高校卒」が1社平均2.4人（前年度2.6人、全国2.6人）「大学卒」が2.4

人（前年度2.4人、全国2.4人）となっており、「高校卒」が全国平均、昨年度より若干減少し、「大

学卒」は全国平均、昨年度のどちらも同じ人数となった。

表９ 平均採用計画人数
下段（ ）は事業所数

区 分 高校卒 大学卒

全 国
2.6 2.4

（4,284）（2,361）

三重県元年度
2.4 2.4

（111） （53）

製 造 業
2.6 2.0

（54） （20）

非 製 造 業
2.1 2.7

（57） （33）

三重県31年度
（昨年度調査）

2.6 2.4

（105） （55）

図８ 新規学卒者の初任給

大学卒（三重） 高校卒（三重） 大学卒（全国） 高校卒（全国）

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

円
210,000

200,000

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

196,135 193,367 194,712 194,134 192,917

197,595

202,542

196,677

169,148

157,956

193,008 191,624 191,906 192,609 192,437 193,375

160,990 160,742

165,020 165,614 166,991
164,069

152,992 153,806 154,741 154,777 155,134 156,435 159,507

166,840

197,346

199,267 203,740

198,535

171,603

160,537
163,625

173,881

199,392

203,533

図９ 新規学卒者の採用計画の有無

ある ない 未定

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

令和２年度
全 国

令和２年度
三 重 県

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

21.1 55.6 23.3

17.7 57.1 25.2

24.6 51.0 24.4

22.6 54.6 22.8

26.8 49.7 23.5

29.0 49.8 21.2
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過去３年間における中途採用の実施については、「行った」と回答した事業所が66.7％（全国69.4

％）で全国平均を2.7ポイント下回った。「行わなかった」と回答した事業所は28.3％（全国26.0％）

で全国平均を2.3ポイント上回った。業種別にみると 製造業が71.4％、非製造業が63.3％で中途

採用を行った事業所は製造業の方が高かった。

施行時期：令和元年６月５日公布から１年以内の政令で定める日

（中小企業は公布後３年以内の政令で定める日までの間は努力義務）

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります！
～セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されます～

＊職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じること

が、事業主の義務となります。

＊パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を

行うことができるようになります。

◆パワーハラスメント対策の法制化 ～労働施策総合推進法の改正～

～男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正～

◆セクシャルハラスメント等防止対策の実効性の向上

図10 中途採用の有無

行った 行ったが採用には至らなかった 行わなかった
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ᴥᴯᴦ˹ᣩႊɁᐳሗȾȷȗȹ ［図11］、［表10］

「現業・生産職」50.1％（全国54.4％）と最も多く、次いで「技術・研究職」27.9％（全国27.8

％）、「事務職」21.1％（全国24.0％）の順となっている。全国平均と比べ「管理職」が1.1ポイン

ト、「技術・研究職」が0.1ポイント、「その他」が3.3ポイント高く、「事務職」が2.9ポイント、

「営業・販売職」が4.9ポイント、「現業・生産職」4.3ポイント下回った。

業種別にみても、「現業・生産職」が製造業65.5％、非製造業38.1％と最も高かった。一方で、

非製造業では「営業・販売職」が30.2％と2番目に高かったが、製造業では8.8％であった。職種に

より、中途採用の種類に相違がみられる結果となった。

図11 中途採用の職種

管理職

事務職

営業・販売職

技術・研究職

現業・生産食

その他

表10 中途採用の職種

区分 管理職 事務職 営業・販売職 技術・研究職 現業・生産職 その他

全国 5.4 24.0 25.7 27.8 54.4 6.2

三重県 6.5 21.1 20.8 27.9 50.1 9.5

製造業 4.1 20.3 8.8 27.0 65.5 2.0

非製造業 8.5 21.7 30.2 28.6 38.1 15.3

全国

三重県

製造業

非製造業

38.1
65.5

50.1
54.4

15.3
2.0

9.5
6.2

30.2

20.8
25.7

28.6
27.0
27.9
27.8

5.4
6.5

4.1
8.5

21.7
20.3
21.1

24.0

8.8

10 20 30 40 60500 70％

ワンポイントメモ

施行日：令和３年１月１日

＊育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、

育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

＊利用可能な労働者の範囲が拡大され、全ての労働者が取得できるようになります。

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
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ᴥᴮᴦࢳඒፈ͡ीᴥ͇˫ᴦᏲөɁᝓᅺȾȷȗȹ［図12］

年次有給休暇取得（付与）義務の認知

については、「知っていた」と回答した

事業所は82.8％（全国86.4％）で全国平

均を3.6ポイント下回った。「知らなかっ

た」と回答した事業所は17.2％（全国

13.6％）という結果となった。

業種別にみると、「知っていた」と回

答した事業所は製造業が84.7％、非製造

業が81.4％で製造業の方が認知度は高かっ

た。

ᴥᴯᴦࢳඒፈ͡ीᴥ͇˫ᴦᏲөɋɁߦख़Ⱦȷȗȹ ［図13］

年５日の年次有給休暇取得（付与）義務への対応については、「具体的な方策を検討中」が29.4

％（全国25.4％）と最も多く、全国より4.0ポイント高かった。次いで「計画的付与制度（計画年

休）を活用する」が25.5％（全国28.2％）、「使用者からの時季指定を行う」が25.3％（全国27.6％）

となった。
図13 年次有給休暇取得（付与）義務への対応

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員の間の不合理な待遇差が

禁止されます。

【改正のポイント】

◆不合理な待遇差の禁止

◆労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

◆行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続行政（ＡＤＲ）の整備

パートタイム･有期雇用労働法が施行されます！ワンポイントメモ

図12 年次有給休暇取得（付与）義務の認知

知っていた 知らなかった
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その他
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施行日：令和２年４月１日 中小企業への適用は令和３年４月１日



三重県の労働事情

― 13 ―

ᴴᴫᦂްȾȷȗȹ

ᴥᴮᴦᦂްɁஃมȾȷȗȹ［図14］、［表11］

賃金改定の実施については、調査時点（令和元年7月1日）で「引上げた」が49.0％（前年度47.4％、

全国50.7％）で、賃金を引上げた事業所が前年度よりも1.6ポイント増加した。「７月以降引上げる

予定」と回答した事業所は10.6％（前年度11.2％、全国11.5％）で、前年度より0.6ポイント下降

したものの、「引上げた」と回答した事業所と合わせると6割近い事業所が賃金の引上げを実施、

または予定していた。

また、賃金改定を「今年は実施しない（凍結）」が15.9％（前年度16.4％、全国15.8％）で、前

年度より0.5ポイント減少した。

他方、「引下げた」と回答した事業所は1.1％（前年度0.4％、全国0.6％）、「７月以降引下げる予

定」と回答した事業所は0.6％（前年度0.6％、全国0.4％）となっている。前年度と比較して「引

上げ」が増加し労務単価が上昇しているところもあるが、同時に「引下げ」も増加しており、二極

化する結果となった。

［表11］の業種別をみると、製造業では「引上げた」の回答が56.7％と最も高くなっており、

回答事業所数の少ない「繊維工業」、「印刷・同関連業」、「化学工業」、「情報通信業」を除くと、

「その他製造業」が72.7％と高い比率で賃金の引上げを行っている。非製造業でも「引上げた」が

43.3％と最も高く、特に「卸売業」の58.7％が高い数値となっている。また、規模別をみると、

10人以上の規模は5割以上が

「引上げた」と回答し、特に

「30～99人」は68.3％と最も多

く「引上げた」と回答した。た

だし、「1～9人」は「引上げた」

（31.0％）の次に「今年は実施

しない（凍結）」（24.5％）の方

が多く、「未定」（31.0％）も

「引上げた」と同率で最も多かっ

た。

表11 賃金改定実施状況（業種別・規模別）

区 分 引上げた 引下げた 今年は実施し
ない（凍結）

７月以降
引上げる予定

７月以降
引下げる予定

未定

全 国 50.7 0.6 15.8 11.5 0.4 21.0
三重県 計 49.0 1.1 15.9 10.6 0.6 22.7
製造業 計 56.7 1.0 13.9 8.5 0.0 19.9
食料品 50.0 0.0 11.5 15.4 0.0 23.1
繊維工業 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0
木材・木製品 50.0 0.0 23.1 11.5 0.0 15.4
印刷・同関連 44.4 0.0 11.1 0.0 0.0 44.4
窯業・土石 53.8 0.0 11.5 7.7 0.0 26.9
化学工業 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金属・同製品 57.4 1.5 13.2 7.4 0.0 20.6
機械器具 69.2 3.8 7.7 11.5 0.0 7.7
その他製造業 72.7 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0

非製造業 計 43.3 1.1 17.4 12.2 1.1 24.8
情報通信業 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
運輸業 48.6 0.0 13.5 8.1 0.0 29.7
建設業 42.6 0.9 17.6 13.0 0.9 25.0
卸売業 58.7 0.0 19.6 10.9 2.2 8.7
小売業 34.5 6.9 20.7 13.8 0.0 24.1
サービス業 30.4 0.0 17.4 10.9 2.2 39.1
1～9人 31.0 1.6 24.5 11.4 0.5 31.0
10～29人 54.8 0.0 16.1 9.0 0.0 20.0
30～99人 68.3 0.0 3.0 11.9 2.0 14.9
100～300人 64.5 6.5 6.5 9.7 0.0 12.9

（％）

図14 賃金改定の実施状況

7月以降
引き下げる予定 0.6％

未定
22.7％
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昇給を行った事業所の平均昇給額は7,213円（前年度5,738円、前々年度5,463円、全国6,380円）、

昇給率は2.79％（前年度2.15％、前々年度2.12％、全国2.55％）となっており、前年度と比較して

1,475円と大幅に増加し、平成27年から3年連続で減少していたが、平成30年以降増加に転じた。

［図16］の業種別平均昇給額をみると、「建設業」の昇給額は13,260円で最も高く、前年度

（7,743円）より5,517円と大幅に増加しており、８割以上の業種が前年度より昇給額が増加してい

る。一方で昇給額が減少している業種の中では、回答事業所が少ないが「繊維工業」が3,050円と

前年度（5,652円）より2,602円、「卸売業」が4,932円と前年度（7,294円）より2,362円減少している。

また［表12］の改定後の平均賃金をみると、回答事業所数の少ない「繊維工業」、「印刷・同関

連業」、「化学工業」、「情報通信業」を除くと、最も高いのが製造業では「窯業・土石製品製造業」

の275,502円、非製造業では「建設業」の311,545円であった。

図15 平均昇給額と昇給率の推移（平均昇給・上昇 加重平均）
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図16 業種別平均昇給額（平均昇給・上昇 加重平均）
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表12 改定後の平均賃金（平均昇給・上昇 加重平均）

区 分
対象者数
（人）

改定前賃金
（円）

改定後賃金
（円）

昇給額
（円）

昇給率
（％）

格差
（％）

全 国 246,041 250,329 256,709 6,380 2.55 100.0

三重県 計 4,693 258,822 266,035 7,213 2.79 113.1

製造業 計 2,470 254,412 260,776 6,364 2.50 107.5

食料品 246 265,410 271,054 5,644 2.13 99.2

繊維工業 4 237,200 240,250 3,050 1.29 57.9

木材・木製品 118 262,985 269,892 6,907 2.63 110.9

印刷・同関連 108 221,087 226,394 5,307 2.40 94.2

窯業・土石 176 268,948 275,502 6,554 2.44 101.6

化学工業 165 302,446 305,334 2,888 0.95 47.4

金属・同製品 898 250,480 257,416 6,936 2.77 117.2

機械器具 392 258,005 264,662 6,657 2.58 114.2

その他製造業 263 231,243 238,023 6,780 2.93 109.1

非製造業 計 2,223 263,722 271,878 8,156 3.09 115.8

情報通信業 7 200,000 205,000 5,000 2.50 77.1

運輸業 490 211,143 215,758 4,615 2.19 80.3

建設業 638 298,285 311,545 13,260 4.45 159.7

卸売業 675 261,498 266,430 4,932 1.89 71.2

小売業 71 284,565 293,472 8,907 3.13 140.2

サービス業 342 275,943 285,925 9,982 3.62 150.0

1～9人 201 261,886 269,407 7,521 2.87 87.5

10～29人 809 279,625 288,149 8,524 3.05 114.5

30～99人 2,006 264,329 272,345 8,016 3.03 122.9

100～300人 1,678 241,846 247,429 5,583 2.31 98.9

※加重平均 ＝
（各事業所の昇給額×対象人数）の総和

常用労働者の総和

※「三重県最低賃金」は県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。

令和元年10月1日発効時間額 円873

三重県内の最低賃金が更新されました！ワンポイントメモ

特定（産業別）最低賃金件名 時間額 発効日

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金 ９００円 令和元年12月21日

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 ９２０円 令和元年12月21日

三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最

低賃金
９０５円 令和元年12月21日

三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械
器具製造業最低賃金

９４１円 令和元年12月21日
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賃金改定の内容については、※①「定期昇給」が51.4％（全国56.3％）で最も高く、次いで「基

本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）」が39.3％（全国33.9％）、「諸手当の改定」が18.6％

（全国14.9％）と続いている。また、賃金改定の決定要素としては、「労働力の確保・定着」が62.2

％（全国59.2％）と6割の事業所が労働力の確保・定着のために賃金改定を実施していると回答し

た。次いで「企業の業績」が60.7％（全国60.8％）と続いており、回答事業所の多くが「労働力の

確保・定着」、「企業の業績」を重視していることがうかがえる。

※①「定期昇給」とは、毎年一定の時期に制度として基本給が引き上げられること。

図17 賃金改定の内容
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図18 賃金改定の決定要素
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